
事 務 連 絡 

平成 29 年 9 月 29 日 

 

各都道府県医政関係主管部局担当者 殿 

 
厚生労働省医政局医事課 

 
 

柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について（注意喚起） 
 
 
 標記については、「施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使

用について（回答）」（平成 15 年９月９日付け医政医発第 0909001 号厚生労働

省医政局医事課長通知）にあるとおり、検査自体に人体に対する危険性がなく、

かつ、柔道整復師が施術に関わる判断の参考とする超音波検査については、柔

道整復の業務の中で行われていることもあり、柔道整復師が施術所において実

施したとしても、直ちに関係法令に反するものではないとしているところです

が、診療の補助として超音波検査を行うことは、柔道整復の業務の範囲を超え

るものと解しております。 
しかしながら、柔道整復師が超音波画像診断装置に関する画像の読影力不足

などにより、施術に関する適切な判断がなされず、患者に健康被害が生じたと

思われる情報が寄せられたところです。（別添参照） 
柔道整復師の施術に関わる判断に当たっては、外傷の発生機序や患部の状況

を的確に把握するとともに、超音波画像診断装置のみならず、徒手検査等によ

る総合的な判断が必要であり、仮に柔道整復術の適応という観点から判断が難

しい場合には、医療機関等において診療等を受けるよう患者に対して説明する

ことが重要です。 
貴職におかれては、本事務連絡の内容について御了知の上、関係者等に周知、

指導方お願いします。併せて、上記のような不適切と思われる事例が確認され

た場合は、速やかに当課あて情報提供願います。 
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柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について（注意喚起）  

 

 

日頃から、東京都の保健医療政策につきまして、格別の御協力を賜り、お礼申し上げ

ます。  

標記の件について、厚生労働省医政局医事課から下記のとおり通知がありましたので

お知らせいたします。  

なお、公益社団法人東京都柔道整復師会には、都から別途通知した旨、申し添えます。  

 

 

記  

 

 

送付通知  

柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について（注意喚起）  

（平成２９年９月２９日付厚生労働省医政局医事課事務連絡）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（問合せ先） 

東京都福祉保健局医療政策部医療人材課免許担当 

電話０３（５３２０）４４３４（直通） 


